
 
事業評価プロセスの見直し 

 
 

（現状と課題） 
・ 国立大学法人等施設整備事業の評価・選定に当たっては、透明性・客観性を確保する

観点から、有識者で構成される施設検討会において事業評価方法を検討し、これに基

づき評価を実施。 

・ これまでは、施設検討会で了承された評価項目・評価基準に基づき、事務局が全学的

な取組及び個別事業に関する評価を行った上、事業評価（案）を施設検討会において

検討・了承していたが、そのプロセスにおける一層の透明性・客観性の確保へ向けた

努力が必要。 

 

（見直しの方向性） 
・ より一層の透明性・客観性を確保する観点から、事務局が作成した事業評価（案）に

対して、委員のより具体的な意見を反映させる仕組みを検討してはどうか。 

・ この際、全事業数が数百件に上ることから、施設検討会において示した評価項目・評

価基準に基づき事務局が作成した事業評価（案）を委員が検討するという従来の形式

を基本としつつ、さらに、一部の事業又は一部の評価項目を委員が重点的に評価する

など、委員の負担感に配慮した仕組みを検討してはどうか。 

 

（具体的な見直し案） 

 
「教育研究等への効果」を中心に委員がチェックするスタイルに 

 

（１）全体の事業について、評価項目・評価基準に基づき、事務局が事業評価（案）を作成。 

（２）委員は、大学からの要求概要等を踏まえ、①事務局が作成した事業評価（案）を全体的に

検討するとともに、②「教育研究等への効果」を中心にコメントを作成し、事務局に提出。 

※②については、事務局案のＳ、Ａ評価に限定し、卓越関連事業に重点化するなど評価対

象の絞り込みが必要。 

（参考）２１年度概算要求事業の評価結果の概要 

  Ｓ：208件（35．4％）、Ａ：230件（39．1％）、Ｂ・Ｃ：150件（25．5％） 計588件 

※うち、卓越した研究拠点整備関連予算 

Ｓ：24件（27．9％）、Ａ：27件（31．4％）、Ｂ・Ｃ：35件（40．7％）  計86件 

（３） 複数の委員からコメントがあり、評価が異なる場合は、事務局が調整案を作成し、調整案の

考え方を付して委員に提示。 

（４） 最終的に、施設検討会として事業評価（案）を検討し了承。 

平成 21年 5 月 22 日 

第 3 回施設検討会 了承

参考資料４



考え方を付して調整案を委員に提示

様式に基づきコメントを事務局に提出

施設検討会

（整備方針、事業選定方針及び事業評価（案）の検討）

国立大学法人等施設整備事業の評価・選定プロセスの見直し

施設検討会 文部科学省 国立大学法人等

施設検討会で了承された評価項目・
評価基準に基づき各事業を評価し、

事業評価（案）を作成

「教育研究等への効果」を中心に
委員が各事業を評価

事務局案のＳ、Ａ評価に限定し、「卓越関連事業」に
重点化するなど、評価対象を絞り委員の負担に配慮。

調整案の検討・了承
（必要に応じ施設検討会を持ち回り開催）

施設検討会で了承された整備方針、
事業選定方針に基づき、事業評価
結果から選定事業（案）を作成

事業評価結果
事業選定結果

※上記のほか、政府予算案決定前にも施設検討会を開催（持ち回り）し、実施予定事業（案）を検討するなど、事業決定プロセスに委員の声を反映。

５月

７月

８月

各大学等に対して整備の方向性等を提示

文部科学省に提出

概算要求書の作成

委員参画による評価

施設検討会

（選定事業（案）を検討・了承）

※審議に応じ選定事業（案）を見直し確定 予算の状況等を踏まえ、
概算要求事業を決定し財務省に提出

各大学等に伝達

複数の委員からコメントがあり、評価が
異なる場合、事務局は調整案を作成

施設検討会

（整備の方向性・事業評価方法の検討）


	参04-1_事業評価プロセスの見直し.pdf
	参04-2_別紙（評価・選定プロセスの見直しイメージ）.pdf

